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第１章 計画の基本的な事項

１ 計画策定の趣旨

2015(平成27)年 12月、フランスのパリでＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）

が開催され、2020(平成 32)年以降の温暖化対策の国際的な枠組みとして、「パリ協定」が正式

に採択され、全体目標として掲げられている「世界の平均気温上昇を 2℃未満に抑える（1.5℃

に抑えることが、リスク削減に大きく貢献することにも言及）」に向けて、世界全体で今世紀後

半には、人間活動による温室効果ガス排出量を実質的にゼロにしていくという方向性が打ち

出されました。

これに先立ち、日本は、2015(平成 27)年７月、温室効果ガスの排出量を 2030(平成 42)年度

に2013(平成25)年度比で26％削減するとの目標を柱とする「約束草案」(以下「日本の約束草

案」という。)を国連へ提出しました。

そして、2016(平成28)年５月には、「パリ協定」や「日本の約束草案」を踏まえ、地球温暖化対

策を総合的かつ計画的に推進するための計画として「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、中

期目標として「2030(平成42)年までに温室効果ガスの排出を2013(平成25)年度比26％削減

する」こと、また、長期目標として「2050(平成62)年までに80％削減すること」を掲げ、低炭素

から脱炭素社会の実現へシフトした目標の達成に向けて戦略的な取組方針を打ち出しました。

これらの動きを受け、国内・外でも様々な取組が進められていますが、和光市においても、地

域の特性に応じた取組の重要性を鑑み、かつ、これまでの取組であった緩和策(温暖化の原因

となる温室効果ガスの排出を抑制するための取組)に加えて、適応策(温暖化の影響に適切に

対応するための取組)へも踏み込むこととし、このたび、2012(平成24)年に策定した「和光市

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の中間見直しを行いました。

地球温暖化対策

緩和策

温暖化の原因となる

温室効果ガスの排出を

抑制するための取組

適応策

温暖化の影響に適切

に対応するための取組
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２ 計画の位置づけ

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「地球温暖化対策推進法」という。)第 21 条に

おいて、「都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都

道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保

全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする」とされています。

また、地球温暖化対策推進法第２１条の3では、都道府県、指定都市及び中核市（施行時特例

市を含む。）は、地方公共団体実行計画(区域施策編)を定めることとされています。

和光市には、この規定は適用されませんが、深刻化する地球温暖化へ市域全体で取り組む

ため、「和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）【改訂版】」(以下「本計画」という。)を策

定します。また、本計画は、「第２次和光市環境基本計画」の個別計画として位置づけます。

※ 実行計画（事務事業編）と実行計画（区域施策編）との関連

地球温暖化対策推進法第21条に基づいて策定するのが、地球温暖化対策地方公共団体実行計画ですが、大きく分けて、.2

つの部分(「事務事業編」と「区域施策編」)から構成されています。和光市では、本計画とは別に「和光市地球温暖化防止実

行計画(事務事業編)」(以下「事務事業編」という。)を策定しています。事務事業編に位置づける温室効果ガスは、本計画（区

域施策編）に掲げる業務部門や廃棄物分野の排出量の一部に当たります。したがって、事務事業編に掲げている削減目標は、

本計画において、「業務部門等の一事業者としての責務」と「公共機関としての率先行動」という側面を持っています。

３ 計画の期間と基準年度

本計画の期間は、２０１２（平成２４）年度から２０２０（平成３２）年度とします。

2012（平成24）年度から2020（平成32）年度の9年間とします

基準年度 2009(平成21)年度

和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の位置づけ

パリ協定

地球温暖化

対策推進法

地球温暖化

対策計画

日本の約束草案
第四次和光市総合振興計画

第２次和光市環境基本計画

和光市地球温暖化対策実行計画

(区域施策編)

和光市地球温暖化防止実行計画
(事務事業編)

和光市環境基本条例

・和光市都市計画マスタープラン

・和光市緑の基本計画

・和光市一般廃棄物処理基本計画

埼玉県地球温暖化

対策実行計画
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なお、本計画は、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画 区域施策編 策定マニュアル

(環境省)」に基づき、中期目標として、2030(平成42)年度、長期目標として、2050(平成62)年

度を視野に入れた計画とします。また、計画の基準年度は、当初計画である「和光市地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）」に基づき、2009（平成２１）年度に設定します。

４ 削減対象とする温室効果ガス

地球温暖化の原因である温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条の 3において、下図

の７つとされています。しかしながら、日本の温室効果ガスの中で、二酸化炭素(ＣＯ2)の比率が

約93％と極めて高いことから、本計画は、二酸化炭素(ＣＯ2)を削減目標の対象とします。

なお、その他のガスは削減目標としませんが、今後の動向を把握し、注視していきます。

資料：2014(平成26)年度の温室効果ガス排出量(確報値)環境省

(各温室効果ガスの詳細：Ｐ25参照)

５ 二酸化炭素(CO2)削減目標

2009(平成 21)年度の和光市民一人当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、3.8t-CO2であり、

2013(平成25)年度には、3.7t-CO2と2009年度比で2.7％減少しています。本計画は、「和光市

民一人当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量を2020(平成32)年度までに2009(平成21)年度比で

25％削減」することを目標として、市民、事業者等、市の市域全体で目標の達成に向けて取り

組みます。

本計画は、二酸化炭素(CO２)を削減の対象とします

和光市民一人当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量を

2020(平成 32)年度までに 2009(平成 21)年度比で 25％削減

温室効果ガス 比率

二酸化炭素(CO2) 92.8%

メタン(CH4) 2.6%

一酸化二窒素(N2O) 1.5%

ハイドロフルオロカーボン類（HFCS） 2.6%

パーフルオロカーボン類(PFCS） 0.2%

六フッ化硫黄（SF6） 0.2%

三フッ化窒素（NF3） 0.1%
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289
千t-CO2

参考：埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書2013年度版

【※二酸化炭素(ＣＯ２)は、基準年度の電力排出係数に固定化した数値で算出】

※電力排出係数

電力排出係数とは、使用電力量1Ｋwh当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量を表す係数です。発電で発生する二酸化炭素(ＣＯ2)排出量を使用電力

量(販売電力量)で除したもので、発電時の電源構成(エネルギー構成)により変動します。

和光市における二酸化炭素(CO2)排出量削減目標の考え方

2009(平成 21)年度の和光市民一人当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、3.8ｔ-ＣＯ2である

ため、2020 年度の一人当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、2．85ｔ-ＣＯ2になります。よって、

2020(平成 32)年度の市域全体の二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、230，217ｔ-ＣＯ2となります。＜

2.85ｔ-ＣＯ2×80,778 人（「第四次和光市総合振興計画【改訂版】」将来人口推計より）＞

※本計画は、2011(平成 23)年 3月に発生した東日本大震災後の原子力発電所の順次停止に

CO2総排出量(千t-CO2)

一人当たりのCO2排出量(t-CO2)

※各単位未満数値切り捨て

372
千t-CO2

※単位未満の数値切捨て

292
千t-CO2

292
千t-CO2

230
千t-CO2

62千 t-CO2 削減

2012
(平成 24）

本計画終了年度
2020

(平成 32）

京都議定書基準年度
1990
(平成 2）

2013
(平成 25）

基準年度
2009

(平成 21）
年度
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よる火力発電の大幅増加等により、発電の際に発生する二酸化炭素(ＣＯ2)排出量が大幅に増

加したこと等の影響を踏まえ、基準年度2009(平成21)年度の電力排出係数を固定化した数値

を使用し、二酸化炭素(ＣＯ2)総排出量及び和光市民一人当たりの排出量を算出しています。

なお、電力排出係数を変動であらわした数値で算出した場合は、2013(平成 25)年度の二酸

化炭素(ＣＯ2)総排出量は333.2 千ｔ-ＣＯ2、和光市民一人当たりでは、4.3t-CO2となり、2009年

度比で約 13.2％増加している状況です。

６ 計画の推進

本計画は、市民、事業者等、市の三者が主体となり、市域全体で推進します。

市民
家庭や学校等の身近な地域で、日常的にできる省エネ行動(節電、エコドライブ、環境負荷が

低い商品の選択や高効率機器への買い替え等)を進めます。

事業者等
高効率機器や再生エネルギーへの切り替えを行うなど、エコオフィス化を進め、エネルギー使

用量の削減に取り組むとともに、エネルギーの管理体制の構築を進めます。

市
本計画の目標達成に向けて、進行管理を行い、市民・事業者等と連携し、地球温暖化対策の普

及促進を図ります。また、一事業者として、自ら率先して省エネ活動などの温暖化対策に取り組
みます。
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第２章 計画策定の背景

１ 地球温暖化による影響

(１) 地球温暖化とは

地球温暖化とは、大気中の二酸化炭素(ＣＯ2)やメタン等の温室効果ガスの濃度が高まる

ことで、温室効果(赤外線の吸収)が強くなり、地球全体の温度が上昇する現象のことをいい

ます。産業革命以降、人間活動により、石油や石炭等の化石燃料が大量に使用されているた

め、地球温暖化が進み、近年の永久凍土や北極の氷の融解、大型台風や集中豪雨などの異

常気象、さらには地球の生態系にも様々な影響をもたらしている可能性が指摘されています。

2013(平成 25)年に公表された「気候変動に関する政府間パネル第５次評価報告書」(以下「Ｉ

ＰＣＣ第５次評価報告書」という。)では、1950(昭和 25)年以降の多くの極端な気象・気候現象

の変化について、「人間の影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な要因であ

った可能性が極めて高い」と指摘されており、今後、熱波はより頻繁に発生し、より長く続き、

極端な降水はより強く、頻繁になる可能性が非常に高いことが示唆され、このような気候変

動のリスクを低減し、管理するために、緩和策と適応策による相互補完的な取組が必要とさ

れています。

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト http://www.jccca.org/より(以下「ＪＣＣＣＡ ＨＰ」という。)

現在、地球の平均気温は１

４℃前後ですが、もし大気中

に水蒸気、二酸化炭素(CO2)、

メタンなどの温室効果ガスが

なければ、－１９℃くらいにな

ります。太陽から地球に降り

注ぐ光は、地球の大気を素通

りして地面を暖め、その地表

から放射される熱を温室効果

ガスが吸収し大気を暖めて

います。近年、産業活動が活

発になり、二酸化炭素(CO2)、

メタン、さらにはフロン類など

の温室効果ガスが大量に排

出され、大気中の濃度が高ま

り、熱の吸収が増えた結果、

気温の上昇が続いています。
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(２) 世界の現状

2100 年の地球の平均気温は、温室効果ガスの排出量が最も多い、最悪のシナリオの場合

には、最大で4.8℃上昇し、地球の海面水位については、82cm上昇するといわれています。す

でに、世界各地では、そのさまざまな影響が現れ始めており、自然環境や人の暮らしにも重

大な問題を引き起こしています。

「ＩＰＣＣ第５次評価報告書」では、地球温暖化の進行によるリスクとして、沿岸、島しょにおけ

る高潮や海面上昇、大都市部の洪水や豪雨、極端な気象現象によるインフラ機能の停止、熱

波による死亡や疾病、気温上昇や干ばつによる食料不足や食料安全保障の問題、水資源不

足と農業生産の減少、陸域や淡水の生態系への影響、生物多様性がもたらす様々なサービ

ス損失等、多数示されています。

出典：JCCCA HP
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(３) 日本の現状

気象庁によると、日本の年平均気温は、100年当たり１．16℃の割合で上昇し、世界の年平均

気温、100年当たり 0.71℃の割合の上昇に比べて、高い上昇率となっています。その結果、温

室効果ガス濃度上昇の最悪のケースとして、今世紀末の真夏日は現在と比べて、全国で平均

52.8 日増加すると報告されています(環境省・気象庁)。

また、日本の降水量については、１日に降る雨の量が400ミリ以上の大雨の日数が、増加傾

向にあり、気温と同様、地球温暖化の影響が指摘されています。特に2014(平成26)年8月は、

日本の広い範囲にわたって、台風や前線、湿った気候の影響で大雨となり、土砂災害などが

発生し、大きな被害を受けています(「平成26年 8月豪雨」気象庁が命名)。

そのほか、今後、世界と同様に生態系や食糧、健康など幅広い分野において、地球温暖化

が原因と思われる様々な影響が予想されています。

出典：JCCCA HP
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出典：JCCCA HP

出典：JCCCA HP

http://www.jccca.org/chart/img/chart06_05_img01.jpg
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２１００年末に予測される日本への影響

(４) 埼玉県の現状

① 平均気温の上昇

気象庁アメダスデータによると、埼玉県の平均気温は、1980(昭和 55)年頃を境に急激に

高まっており、1980(昭和 55)年以降の平均気温を基にした 100 年での換算は、上昇率は、

5.0℃となっています。これは、「ＩＰＣＣ第５次評価報告書」で示された最も過酷な今世紀末

の予測（最大4.8℃上昇）を上回るものです。

※

出典：環境省 環境研究総合推進費 S-8 2014年報告書

※クロロフィルａ：植物プランクトン等に含まれる葉緑素系色素の一つ

資料：気象庁アメダスデータより埼玉県環境科学国際センター作成
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② 熱中症による死亡者数の推移

埼玉県消防防災課のデータによると熱中症による死亡者数は、2010(平成22)年は 19人、

2014(平成26)年は2人と減少していますが、今後、ますます気温が上昇することが予想さ

れるため、予断を許さない状況が続きます。

(５) 和光市の現状

① 気温の推移

和光市は、太平洋岸式気候に属し、夏は南よりの季節風の影響から東京都の排熱の影響

を強く受けて高温となります。また夏から秋にかけては、台風により降水量が多く、冬の間

は降水量が少なくなる傾向があります。2015(平成27)年の年間平均気温は１６．４℃となっ

ています。1970(昭和45)年から比較すると平均気温が2.1℃上昇し、年度ごとで変動はあ

るものの、上昇傾向が見られます。

(年)

出典：埼玉県消防防災課資料

資料：統計わこう
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② 降水量の推移

2015(平成27)年度の年間降水量は1482.5mmとなっており、1970(昭和45)年度と比較す

ると427.5mm増加しています。

２ 国内外における地球温暖化対策の取組

(１) 国際的な取組

地球温暖化対策は、今や世界の政治や経済における主要な課題となっています。

1992(平成4)年に国連総会で採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」は、大気

中の温室効果ガスの濃度を気候に危険な人為的影響を及ぼさない水準で安定化させること

を目的とし、同条約のもとで、温室効果ガスの濃度の安定化のための具体的な方策が検討さ

れ、1997(平成9)年に京都で開かれたＣＯＰ3（国連気候変動枠組条約第3回締約国会議）にお

いて、先進国に温室効果ガスの排出削減を義務付ける合意文書（京都議定書）がまとまりまし

た。京都議定書では、先進国ごとに温室効果ガス排出量の削減目標が設定されたほか、国際

的な協調による排出量の削減を促進する仕組

み（共同事業で生じた削減量を両国で分け合う

など）が導入され、締約国のうち先進国全体の

平均で1990(平成2)年比5.2％削減（日本は6％、

ＥＵは8％削減）することが掲げられました。

その後、２０１１ (平成23)年１１ 月、ＣＯＰ１７（国連

気候変動枠組条約第17回締約国会議）において、

全ての国を対象とした２０２０(平成32)年以降の

資料：統計わこう

「あなたはどちらの未来がいいですか？」

第四小 4年 金坂 優さん
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新しい枠組みをつくることが決定され、2015(平成27)年１２月、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約

第21回締約国会議）において、京都議定書に代わる2020(平成32)年以降の温暖化対策の国際

的な枠組みとして、「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」は、すべての国が参加する公平

な合意とされ、全体目標として「世界の平均気温上昇を２℃未満に抑える（1.5℃に抑えること

が、リスク削減に大きく貢献することへも言及）」などが掲げられました。

(２) 日本の取組

国際的な動きと連動して、我が国では 1998(平成 10)年 10 月に「地球温暖化対策推進法」

が公布され、地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となっ

て地球温暖化対策へ取り組むための枠組みが定められました。その後、2002(平成 14)年の

法改正では、2002 年に我が国が京都議定書を締結したことを受け、京都議定書の的確かつ

円滑な実施を確保するため、 京都議定書目標達成計画の策定、計画の実施の推進に必要な

体制の整備等が定められ、2005(平成 17)年の法改正では、京都議定書が発効されたことや、

温室効果ガスの排出量が基準年度に比べて大幅に増加している状況を踏まえて、温室効果

ガス算定・報告・公表制度の創設等が定められました。

また、2006(平成 18)年の法改正では、京都議定書に定める第一約束期間を前に、諸外国

の動向も踏まえ、政府及び国内の法人が京都メカニズムを活用する際の基盤となる割当量

口座簿の整備等、京都メカニズムクレジットの活用に関する事項が定められ、2008(平成 20)

年の法改正では、京都議定書の6％削減目標の達

成を確実にするために、事業者の排出抑制等に関

する指針の策定、地方公共団体実行計画の策定事

項の追加、植林事業から生ずる認証された排出削

減量に係る国際的な決定により求められる措置の

義務付け等が定められ、さらに、2013(平成 25)年

の「地球温暖化対策推進法」の改正では、京都議

定書目標達成計画に代わる地球温暖化対策計画

の策定や、温室効果ガスの種類に三フッ化窒素（Ｎ

Ｆ3）を追加することなどが定められました。

その後、2015(平成 27)年７月、温室効果ガスを「2030(平成 42)年度に 2013(平成25)年度

比で 26％削減する」との目標を柱とする「日本の約束草案」が国連へ提出され、2016(平成

28)年5月には、「日本の約束草案」や「パリ協定」を踏まえ、地球温暖化対策を総合的かつ計

画的に推進するための計画として「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、中期目標として

2030(平成42)年までに温室効果ガスの排出を 2013(平成25)年度比26％削減すること、長

期目標として「2050(平成62)年までに80％削減する」ための戦略的取組等の方針が打ち出

されました。さらに同じく、2016(平成28)年5月に、地球温暖化対策計画に定める事項に温室

「未来の和光市」

広沢小 ４年 井 真莉亜さん
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効果ガスの排出の抑制等のための普及啓発の推進及び国際協力に関する事項を追加すると

ともに、地域における地球温暖化対策の推進に係る規定の整備等の措置等を定めた「地球温

暖化対策推進法」の改正が行われ、Ｇ７環境大臣会合を経て、「パリ協定」における 2℃目標の

達成に向けて、「2050(平成62)年に温室効果ガス80％削減」を目指すなど長期的なビジョン

が打ち出され、日本全体でこれまで以上の取組の必要性が高まっています。

(３) 埼玉県の取組

埼玉県では、「埼玉県地球温暖化対策地域推進計画【2004(平成 16)年 3月改定】」に基づ

き、各種の地球温暖化対策に関する施策展開が図られてきました。2009(平成21)年 2月には、

地球温暖化対策の視点から2050(平成62)年の埼玉県のあるべき姿を描き、その達成に向け

た中期的目標「2020(平成 32)年における埼玉県の温室効果ガス排出量を 2005(平成 17)年

比25％削減」とその実現のための施策を示した「ストップ温暖化・埼玉ナビゲ－ション2050～

埼玉県地球温暖化対策実行計画～」(以下「埼玉県地球温暖化対策実行計画」という。)が策

定されました。また、2009(平成21)年4月には、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」が施行さ

れ、県民・事業者・環境保全活動団体・行政などが協働し対策を推進しています。その後、

2014(平成 26)年度には、2009 年度に策定した「埼玉県地球温暖化対策実行計画」の中間見

直しを行い、東日本大震災と津波による東京電力

福島第一原子力発電所の事故後の原子力発電所

の停止に伴う火力発電の増加の影響を踏まえ、

「2020 年における埼玉県の温室効果ガス排出量

を 2005年比で 21％削減(需要側)」を新たな目標

とし、県民をはじめ地域総ぐるみで省エネや再生

可能エネルギーの活用に取り組むとともに、適応

策も踏まえ、長期的な視点により、低炭素社会の

実現を目指した取組を積極的に進めています。

(４) 和光市の取組

和光市では、1998(平成10)年に「地球温暖化対策推進法」が制定された後、2000(平成12)

年に「ＩＳＯ14001(環境マネジメントシステム)」の認証取得をはじめとして、2001(平成 13)年に

「第１次和光市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定し、2003(平成15)年には「和光

市環境基本条例」を施行し、「第１次和光市環境基本計画」を策定しました。

また、2007(平成 19)年には、「第 2次和光市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策

定し、2011(平成23)年には、「第2次和光市環境基本計画」を策定し、2012年(平成24)年には、

「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定しました。

そして、2016(平成28)年には「第2次和光市環境基本計画」の中間見直しを行い、これら計

「緑がいっぱい－34年後の未来－」

下新倉小 ４年 杉浦 咲希さん
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画等に基づき、市民、事業者等とともに環境に配慮した取組として、緑地等の保全やごみの

削減、資源リサイクル、太陽光発電システム設置費補助金や住宅用省エネルギー機器等設置

費補助金の助成等により、市域全体で地球温暖化対策へ取り組んでまいりました。

しかしながら、このたび、国内外等の取組の動向を踏まえ、地域での取組の重要性を鑑み、

2012(平成 24)年に策定した「和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の中間見直し

を行い、和光市域から排出される温室効果ガスの排出抑制に向けて、市民・事業者等・市の各

主体が各々の役割に応じた取組を総合的かつ計画的に推進するため、本計画を策定しまし

た。

「残していこう 和光の緑」

広沢小 ６年 間瀬 愛子さん

「緑いっぱい！環境に優しい和光市」

第三小 ６年 今岡 優さん

「自然と共にくらす和光市民」

下新倉小 ４年 茅野 弘希さん
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第３章 和光市の自然的・社会的特性

１ 位置

和光市は、埼玉県の最南端東よりに位置し、東京都への玄関口として、東側は板橋区、南側は

練馬区に隣接しています。都心からは19km、副都心の池袋へは、電車で20分足らずの場所にあり

ます。

２ 地形

低地と台地に大きく区分され、市の北側には、市域の 1／3を占める低地が広がっています。台

地部は、市の南側に広がり、県土の西側から東南方向に広がる武蔵野台地の東端に位置し、標高

が20～40ｍの入り組んだ地形を形成しています。

和光市の位置

埼玉県地形区分図

資料：埼玉県の地形区分と名称図（1975村本達郎氏による）
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３ 人口

人口は、1970(昭和 45)年の市制施行以来、一貫して増加し続けており、2015(平成 27)年には、

80,089 人、38,499 世帯となっています。今後、2029(平成 41)年のピークを迎えるまでの間は増

加傾向にあり、その後減少に転じるとされています(参考：国勢調査「日本の地域別将来推計人口

(2013年 3月推計)」<社人研推計>)。

資料：統計わこう

４ 交通

(１) 交通状況

主要な道路網は東西軸としての国道254号線、南北軸としての東京外かく環状道路、県道

練馬・川口線により骨格が形成されています。東京都心へは、東武東上線、東京メトロ有楽町

線・副都心線の３つの鉄道が乗り入れています。また、東京メトロ有楽町線と副都心線は、和光

市駅が始発駅となっています。

3月末現在

注）人口・世帯数：住民基本台帳及び外国人登録の数値

ただし、昭和45年世帯数のみ住民基本台帳の数値

和光市の交通
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(２) 自動車保有数

和光市における自動車保有数の状況をみると、年によって微増・減は見られるものの、全般

的に増加傾向にあります。また、軽自動車の比率も同じく、増加傾向となっています。

資料：埼玉県自動車税事務所、課税課

(３) 路線別交通量

和光市における路線別交通量の合計をみると、2013(平成 25)年から、おおむね減少傾向

にあります。特に、国道 254 号線(広沢小学校前)の数値は、2011(平成 23)年から 2012(平成

24)年に大幅に減少し、それ以降も減少傾向が続いています。

資料：環境課（沿道環境調査報告書）
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(４) 鉄道による旅客輸送状況

和光市における鉄道による旅客輸送状況をみると、2011(平成 23)年から、東武東上線は、

2013（平成 25)年まで上昇傾向にあり、2014(平成 26)年に微減しています。東京メトロ線は、

2011(平成 23)年から 2014(平成26)年まで上昇傾向にあります。

５ 産業

産業別就業者数の構成は、第１次産業（農業、林業、水産業など）及び第２次産業（建設業、製

造業など）が減少傾向にある一方で、第 3次産業（卸売業・小売業、運輸・通信業、サービス業

など）が増加しています。

資料：東武鉄道株式会社・東京地下鉄株式会社
（注） 人員は乗り換えを含む

資料：国勢調査
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６ 土地利用

昭和45年度以降急速な宅地開発が行われベッドタウン化が進んできました。2014(平成26)年

現在、宅地が46.3％を占め、畑 11.1％、雑種地 10.0％となっています。

注）平成22年：道路の集計区分が「宅地」から「その他」に変更。その他は、道路、堤、公園など。

資料：統計わこう

「自分の好きな家」

新倉小 ５年 前畑 咲良さん

「緑に輝く都市・和光」

広沢小 ６年 渡辺 友香さん

「自然とともに」

第四小 ４年 佐藤 侶波さん
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７ 地域特性

市内を５地区に区分し、和光市の地域特性を整理します。

[Ａ地区]
・市役所、サンアゼリア（文化センター）、和光樹林公園な

どの行政・文化施設が立地

・駅西側には市の代表的な産業施設として、次世代自動車

等各種自動車の製造メーカーがある

・和光市駅南口には土地区画整理事業により駅前広場が整

備されているが、周辺では、派手な看板や垂れ幕が乱立

・駅周辺は住宅が多く、緑地が不足

[Ｂ地区]
・のどかな風景を残した住宅地、低地部の農地、荒川右岸

流域下水道新河岸川水循環センター等がある

・和光北インターチェンジ周辺部は、土地区画整理事業による工業系の土地利用

・北口駅前は、土地区画整理事業による都市基盤整備を推進

・駅周辺は、戸建住宅、小規模な賃貸住宅等による市街地

・東京外かく環状道路と越戸川に挟まれた住宅地周辺は、農地や斜

面林、越戸川・谷中川など水辺や自然環境

[Ｃ地区]
・地区北東部の低地部は、彩湖（荒川調整池）、荒川及び新河岸川、

優良な農地が残る

・南側は、農地、斜面林等ののどかな風景を残す住宅地

・和光北インターチェンジ周辺部は、土地区画整理事業による工業

系の土地利用

・水道道路注）沿いには、残土、廃材、資材置き場が点在し、農地景

観が悪化

・住宅地では、狭い道路が多い

[Ｄ地区]
・地球温暖化対策など先進的な取組や研究を進める理化学研究所、国立保健医療科学院など、国の機

関が多数ある

・住宅団地など大規模な施設により構成され、各施設の敷地内緑化による良好な環境

・地区北側の住宅地は、小規模なマンション、アパートの立地

・地区南側は、農地や斜面林などが残る住宅地で、農地の宅地化が進行

[Ｅ地区]
・南北に斜面林が残る緑豊かな環境

・斜面林の多くは民有地であり、緑地減少が進行

・白子川周辺には湧水地が多く点在

・古くからの社寺や商家などにかつての街道や宿場町の面

影

・白子３丁目地区では、土地区画整理事業による都市基盤

整備を推進

「自然と共存する都市 和光」

広沢小 5年 堀田 雅揮さん

「長照寺のシンボル」

新倉小 ６年 星野 彩海さん

「今もこれからも」

白子小 ５年 牛島 緋彩さん注）水道道路：国道254号バイパスにつながる県道88号及び市道378号
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和光市の地域特性

資料：平成22年度都市計画基礎調査

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

Ｅ地区

国道254号バイパス

地区区分
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８ 地目別緑地

緑地の状況をみると、1970(昭和 45)年以降急速な宅地開発によるベッドタウン化により、市内

の緑は減少しています。市内全体の土地利用のうち、田、畑、山林、原野の合計値の推移は、

1970(昭和 45)年に 36.7％であったのに対し、2014(平成26)年では 11.8％となっています。

資料：課税課

９ ごみの排出量

(１) ごみの排出量の推移(事業系ごみと家庭系ごみ)

ごみの排出量の推移をみると、2014(平成26)年度は、2009(平成21)年に比べて家庭系ご

みが286ｔ、事業系ごみが44ｔと減少しています。

資料：資源リサイクル課
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(２) 家庭系1日一人当たりのごみの排出量

家庭系 1日一人当たりのごみの排出量は、多少の変動はあるものの、減少傾向にありま

す。

資料：資源リサイクル課

「地球があぶない マイばしですくえ！」

新倉小 ５年 中原 純愛さん

「和光のきれいな夕日」

第三小 ６年 松田 有美香さん
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第４章 温室効果ガスの排出状況

「第１章 計画の基本的な事項」において、本計画では、削減対象とする温室効果ガスとして二

酸化炭素(ＣＯ2)を取り上げ、「2020(平成 32)年までに市民一人当たりの二酸化炭素(ＣＯ2)排出

量を 2009(平成21)年比で 25％削減」することを目標として設定しました。

第４章では、二酸化炭素(ＣＯ2)以外の温室効果ガスの状況を含めて、和光市における温室効果

ガスの排出状況をみていきます。

１ 温室効果ガスの種類

第１章でも記載しましたが、地球温暖化対策推進法第２条の３で規定されている温室効果ガス

は、「二酸化炭素(ＣＯ2)」、「メタン(ＣＨ4)」、「一酸化二窒素(Ｎ２Ｏ)」、「ハイドロフルオロカーボン類

(HFCS)」、「パーフルオロカーボン類(PFCS)」、「六フッ化硫黄(ＳＦ6)」、「三フッ化窒素(ＮＦ３)」の７

つです。性質や用途、排出源は次のとおりです。

出典：JCCCA HP
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２ ガス種別温室効果ガス排出量の経年変化

和光市におけるガス種別の温室効果ガス排出量をみると、二酸化炭素(ＣＯ2)は、2009(平成

21)年に 292.7千 t-ＣＯ2であったのに対し、2013(平

成25)年には、292.3千 t-ＣＯ2と約0.1％減少し、ハ

イドロフルオロカーボン類(ＨＦＣＳ)は、2009年に10.6

千 t-ＣＯ2であったのに対し、2013年には 14.2千 t-

ＣＯ2と約 34％増加しています。メタン(ＣＨ4)、一酸

化二窒素(Ｎ２Ｏ)、パーフルオロカーボン類(ＰＦＣＳ)、

六フッ化硫黄(ＳＦ６)は減少傾向にあり、三フッ化窒

素(ＮＦ3)は横ばいの状況にあります。

ガス種別温室効果ガス排出量の経年変化(千ｔ－ＣＯ２)

３ 温室効果ガス排出量の算定対象部門

本計画では、温室効果ガス排出量の算定対象部門は、産業部門、家庭部門、業務部門、運輸部

門、廃棄物部門の５部門とします。

2009

(平成21)年

2010

(平成22)年

2011

(平成23)年

2012

(平成24)年

2013

(平成25)年

292.7 306.3 296.3 289.9 292.3
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

2.5 2.2 2.1 1.9 2.1
10.6 11.6 13.6 13.3 14.2

0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
307.4 321.5 313.5 306.5 309.9 

ガス種

二酸化炭素(CO2)
メタン(CH4)

一酸化二窒素(N2O)
ハイドロフルオロカーボン類（HFCS）

パーフルオロカーボン類(PFCS）
六フッ化硫黄（SF6）

三フッ化窒素（NF3）
合計  

部門別 内 容

産業部門
第一次産業及び第二次産業、すなわち標準産業分類の農林水産業、鉱業、建設業及び製造業

を含む部門の産業活動により消費されたエネルギ－量からの二酸化炭素排出量を指します。

家庭部門
個人活動により消費されたエネルギ－量からの二酸化炭素排出量を指します。ここでは、自

家用自動車等の運輸部門に関するものは含んでいません。

業務部門
産業部門及び運輸部門に属さない企業・法人のエネルギ－消費からの二酸化炭素排出量を指

します。主に商業やサ－ビス産業等、第三次産業からの排出量となります。

運輸部門
運輸に使用されたエネルギ－消費量からの二酸化炭素排出量を指します。本算定には、自動

車、鉄道からの排出量を含みます。

廃棄物部門 廃棄物の処理に伴い発生する二酸化炭素排出量を指します。

「ガスをすいこむ34年後のきかいとイチョウの木」

下新倉小 ６年 山﨑 陽斗さん

※二酸化炭素(ＣＯ２)は、基準年度の電力排出係数に固定化した数値で算出

参考：埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2013年度版
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４ 部門別の温室効果ガス排出量の経年変化

和光市における部門別の温室効果ガス排出量の経年変化をみると、2009(平成21)年度に比べ

て、2013(平成25)年は、産業部門は１.0千ｔ-ＣＯ2、運輸部門は5.7千ｔ-ＣＯ2増加しています。産業

部門は、製造業からの排出量の増加、運輸部門は、自動車保有数の増加等に伴う排出量の増加が

影響として考えられます。また、業務部門については、2009年度比5.5千ｔ-ＣＯ2、家庭部門は1.2

千ｔ-ＣＯ2、廃棄物部門は0.7千ｔ-ＣＯ2減少しており、エネルギー使用量を減らすための省エネル

ギー化によるこれまでの取組が減少傾向の一つの要因と考えられます。

経年変化をみると、各部門で増減が見られますが、2016(平成２８)年5月に策定された国の「地

球温暖化対策計画」において、「日本の約束草案」に基づく、2030(平成42年)を見据えた国の取

組として、業務部門及び家庭部門の大幅削減の可能性が位置づけられていることや、今後、和光

市の人口が、2029(平成42)年のピークを迎えるまでの間、増加傾向となり(参考：国勢調査「日本

の地域別将来推計人口(2013年3月推計)」<社人研推計>)、家庭部門と業務部門の増加が予想さ

れることを踏まえ、本計画は、目標年の2020(平成32)年までに、家庭部門及び業務部門を中心

とした取組を重点的に行い、またその他部門についても、引き続き、取組を進めることとします。

参考：埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2013年度版

※二酸化炭素(ＣＯ２)は、基準年度の電力排出係数に固定化した数値で算出
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第５章 温室効果ガス排出抑制等に関する施策

１ 部門別の取組

(１) 産業部門の取組

① 製造業

産業部門の二酸化炭素(ＣＯ2)排出量に占める製造業の占める割合は、2009(平成 21)年

に比べて 2012(平成 24)年は一時減少しているものの、全体として増加傾向が見られるた

め、環境配慮へのさらなる取組が必要です。

・ 工場などの事業場のさらなる省エネルギ－化を推進する。

・ 太陽光発電や風力発電、水力発電などの再生可能エネルギ－をはじめ、より二酸化炭

素(ＣＯ2)排出量の少ないエネルギーへの転換を促進する。

② 建設業・鉱業

産業部門の二酸化炭素(ＣＯ2)排出量に占める建設業・鉱業の占める割合は低く、目標達

成への寄与は少ないものの、次のような環境配慮に関わる取組が求められます。

・ 低燃費・低排出型の建設機械の使用を促進する。

・ 土砂やコンクリ－ト等のリサイクルを進め、廃棄物の発生を抑制する。

③ 都市農業

産業部門の二酸化炭素(ＣＯ2)排出量に占める都市農業の占める割合は低く、目標達成

への寄与は少ないものの、次のような環境保全型の都市農業を推進する取組が求められ

ます。

・ 低燃費・低排出型の農業用機械への転換を

促進する。

・ 減農薬や堆肥の活用を進め、環境保全型の

農業を促進する。

・ 農業資材や農産物の残渣の有効活用を図り、

廃棄物の発生を抑制する。

・ 地産地消を促進し、食の安全と輸送エネル

ギ－の抑制を実現する。

(２) 家庭部門の取組 重点的取組

家庭部門からの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、一時減少していますが、今後の人口増加等の

予測を踏まえると、家庭部門は、重点的に対策を進めるべき部門の一つです。このため、家

庭において次のような取組が求められます。

① 高効率で環境への負荷が少ない家電製品に買い替え、家庭全体での消費エネルギ－を

抑制する。

「緑のかがやく私たちの和光」

下新倉小 ４年 鈴木 優依さん
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② 住宅の断熱化により、冷暖房のエネルギ－効率を向上させる。

③ 太陽光発電や高効率給湯機器の導入により、家庭全体での二酸化炭素(ＣＯ2)排出量

を抑制する。

④ 家庭における省資源化、リサイクルを心がけ廃棄物の発生を抑制する。

(３) 業務部門の取組 重点的取組

業務部門からの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、一時減少しているものの、家庭部門と同様に

業務部門は、重点的に対策を進めるべき部門の一つです。このため、オフィス・事業所などで

は、次のような取組が求められます。

① オフィスや店舗などの照明をＬＥＤ電球のような高効率型の機器に取り換える。

② ヒートポンプを活用した高効率空調機器の導入を促進する。

③ オフィスや店舗などにおけるリサイクルを促進し、廃棄物の発生を抑制する。

(４) 運輸部門の取組

運輸部門からの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、増加傾向にありますが、自動車保有台数の減

少や環境への負荷が少ない次世代自動車(燃料電池自動車、電気自動車等)の普及に加え、

エコドライブやアイドリングストップなど、次のような取組が求められます。

① 環境への負荷が少ない次世代自動車の普及を促進する。

② 無駄なアイドリングの防止、急発進などを控えるエコドライブを実践する。

(５) 廃棄物部門の取組

廃棄物部門からの二酸化炭素(ＣＯ2)排出量は、横ばい傾向にありますが、廃棄物部門では、

産業部門、家庭部門、業務部門における省資源化、リサイクルの取組の支援が求められます。

① リサイクル拠点を増加させて、リサイクルへの取組を推進する。

② 農業資材や農産物の残渣の有効活用を図り、廃棄物の発生を抑制する（再掲）。

「きれいで、しぜんの多いわこう市」

下新倉小 ４年 人見 春希さん

「2050年のわこう市」

新倉小 ５年 髙橋 隆也さん
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③ 土砂やコンクリ－ト等のリサイクルを進め、

廃棄物の発生を抑制する（再掲）。

④ オフィスや店舗などにおけるリサイクルを促

進し、廃棄物の発生を抑制する（再掲）。

⑤ 家庭における省資源、リサイクルに心がけ、

廃棄物の発生を抑制する（再掲）。

２ 削減に向けた基本施策

(１) 施策１ 再生可能エネルギ－の普及促進

エネルギ－利用における二酸化炭素(ＣＯ2)排出量の削減に向けた取組として、化石燃料を

始めとする枯渇性エネルギ－に依存しない、資源が尽きない「太陽光」、「太陽熱」、「風力」、

「水力」、「地熱」、「バイオマス」などの「再生可能エネルギ－」への転換を図ります。個別の家

庭や事業所における再生可能エネルギ－の導入には初期投資が必要であるため、家庭向き

には引き続き、導入促進に向けた支援を行うとともに、公共施設へ の「再生可能エネルギ－」

の導入を積極的に推進します。さらに、自然的特性をいかした再生可能エネルギ－の導入技

術の開発や実用化など将来的な研究動向も踏まえ、再生可能エネルギ－の普及を促進しま

す。

① 家庭・事業所における再生可能エネルギ－の

導入支援

家庭における太陽光を始めとする再生可能エネ

ルギ－を導入しやすくする支援制度の充実を図る

とともに、中小規模事業者を対象とした情報提供の

充実に努めます。

② 公共施設等における再生可能エネルギ－の積

極的導入と災害時活用の検討

小・中学校（新築・改築時）への太陽光発電・太陽熱利用システムの設置など、公共施設への

再生可能エネルギ－の積極的な導入を推進し、導入効果等を広く発信していきます。また、

公共施設等における再生可能エネルギーによる電力を災害時に活用できるよう検討を進め

ます。

③ 再生可能エネルギ－関連企業の活性化

市内事業者が製造・販売する太陽光発電システムを始めとする再生可能エネルギ－関連

製品の積極的な購入の促進等、再生可能エネルギ－技術開発を担う市内事業者の育成に努

めます。

「分別が自然を救う」

下新倉小 ５年 堤 広翔さん

「自然と人が共に生きる町」

下新倉小 ６年 小平 暖己さん
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(２) 施策２ 省エネに配慮したライフスタイルの推進

より多くの市民や事業者等の省エネルギ－行動を促すため、低炭素な「製品」、「サービ

ス」、「ライフスタイル」を推奨する「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」国民運動を推進します。また、家庭及

び事業所の省エネルギ－促進のために、日常生活や事業活動の拠点である建物（住宅・事業

所）の高気密・高断熱化を図り、省エネルギ－型の設備・機器の導入を促進するとともに、日常

生活や事業活動における行動の可視化（「見える化」）を推進し、省エネへの意識づけを促し

ます。さらには、市の公共施設に省エネルギ－化や省エネルギ－型の設備・機器を率先的に

導入するとともに、ウォームシェアやクールシェアの場として公共施設の利用を促進します。

① 「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」国民運動の推進 【新規】

市民や事業者等のライフスタイル・ビジネススタイルの転換を図る

ため、「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」国民運動を推進し、家庭のエコ診断等を

活用し、日常生活や事業活動における省エネルギ－行動を促すこ

とで、市域全体で二酸化炭素(ＣＯ2)排出量を軽減できるよう取り組

みます。

② 建物の省エネルギ－化の推進

エネルギ－の効率の良い環境配慮型建築物（住宅・事業所）の認知度を高め、高気密・高

断熱などの環境配慮を促進するために、各種制度や表示に関する情報提供、認定制度の活

用の促進に努めます。公共施設の省エネルギ－化も率先的に推進し、その効果等を広く情

報提供します。また、建築物の遮断に効果的で、空調の省エネルギ－につながる屋上緑化

や壁面緑化、緑化ブロック、緑のカ－テンなどの普及を促進します。

③ 省エネルギ－設備等の普及

家庭や中小規模事業所において、高効率機器を始めとする省エネルギ－設備等の導入

を促すため、省エネルギ－診断の紹介や関連機器等に関する情報提供、国・県等の各種補

助制度等の紹介、支援制度創設の検討などを行います。

家庭については、住宅用省エネルギー機器等設置費補助及び雨水貯留槽･浸透施設設

置費補助を行い、さらなる普及を促し、小・中学校（新築・改築時）など公共施設においても、

高効率機器等省エネルギ－設備や、省エネルギ－につながる雨水利用設備などの導入を

率先的に推進し、その効果等を広く情報発信しま

す。

④ 日常生活や事業活動における行動の可視化

(見える化)の推進 【新規】

家庭におけるＨＥＭＳ(ヘムス 家庭用エネルギ

ー管理機器)の導入を促すため、住宅用省エネル

ギー機器等設置費補助を行い、日常生活の行動の

可視化による省エネ行動を促進します。また、
「しゃぼんだまにうつった未来」

広沢小 ４年 出牛 茉莉亜さん
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BEMS(べムス 商用ビル向け)、FEMS(フェムス 工場向け)、 CEMS(セムス 地域全体)の

導入を促進するため、その効果や関連制度等を広く情報発信します。

⑤ ウォームシェアやクールシェアの推進 【新規】

夏場や冬場の冷暖房が必要な時期に、ウォームシェアやクールシェアの場として公共施

設の利用を呼びかけ、市民の省エネへの取組を促進します。

(３) 施策３ 低炭素型の交通体系の推進

高効率で持続可能なコンパクトシティの実現をめ

ざし、都市機能の集約やカーシェアリングの導入、利

便性と効率性を重視した交通体系の整備等につい

て検討を進めます。また、公共交通機関や自転車へ

の交通手段の転換を促し、環境への負荷が少ない

次世代自動車(燃料電池自動車、電気自動車等)の

普及や運転時のエコドライブの促進を図ります。ま

た、市の公用車への次世代自動車の導入を積極的

に推進します。

① 都市機能の集約とカーシェアリング拠点の検討 【新規】

長期的な視点による人口減少への対応として、効率

的で持続可能な都市機能の集約について検討を進め

ます。また、事業者等と連携し、カーシェアリングの拠点

整備等の検討を進めます。

② 公共交通及び自転車の利用促進

公共交通の利便性を高め、徒歩や自転車で暮らしや

すいまちづくりを進め、自動車に依存しないライフスタ

イルへの変換を図ります。

③ 自動車利用時の二酸化炭素排出量(ＣＯ2)の低減

環境への負荷が少ない次世代自動車(燃料電池自動

車、電気自動車等)の普及を促すとともに、自動車運転

時におけるエコドライブの推進及びアイドリングストップ

の徹底を図ります。

「３４年後の和光市」

白子小 ６年 福島 実優さん

「みんなが快適にくらせる都市和光」

広沢小 ４年 宮城 温希さん



33

(４) 施策４ 循環型社会の構築

循環型社会の構築及び地球温暖化防止への貢献に向けて、家庭及び事業系一般廃棄物の

減量化や適正な分別に基づく資源化を推進し、ご

み焼却量並びに二酸化炭素(ＣＯ2)排出量を低減し

ます。また、市も一事業者として日常的にごみの分

別や省資源に徹底的に取り組みます。

○ ごみ減量化・資源化の推進

ごみの減量・分別、資源の再使用・再利用の取組

など、日々の暮らし方や事業活動のあり方を環境

保全の観点から見直し、資源循環型社会づくりを

推進します。

(５) 施策５ 都市緑化等の推進

街路樹や公園の整備、さらに民有地における緑化を推進することにより、みどりを創出す

るとともに、緑地保全制度を活用しながら既存の緑地の保全を図ります。

○ 緑地保全と緑化の推進

二酸化炭素(ＣＯ2)吸収、ヒ－トアイランドの緩和、

都市環境改善などの面から、街路樹や公園の整備

等公共施設における緑化を進めるとともに、民有

地においては、緑地保全地区の指定を進め、屋上

及び壁面緑化を促し、市街地のみどりの創出を図

ります。また、既存の緑地については、市民緑地制

度を活用し、保全を図ります。

(６) 施策６ 環境学習・情報提供の充実

市民、事業者等、学校、市など、様々な主体が関わり、市域全体で地球温暖化を防止するた

めに、地球温暖化に関する理解を深め、取組への意識を高めるための情報提供や体験・交流

機会の創出、環境学習・環境教育などを進めます。

① 情報提供の推進

広報やホ－ムペ－ジなどの様々な媒体を活用し、市域全体で地球温暖化への危機感 を

共有するとともに、家庭や事業所、地域における地球温暖化防止に向けた取組を促進します。

また、その効果等を広く紹介し、地球温暖化対策への市域全体の意識の醸成を図ります。

② 体験・学習・交流機会の創出

環境配慮行動を促すため、イベント等の行動体験機会を創出します。また、市民を対象と

した地球温暖化防止対策の啓発・普及活動として、出張環境学習講座などを実施します。さ

「和光に自然を広げよう」

第四小 ４年 真山 拡登さん

「使え使えエコバッグ」

新倉小 ５年 中原 紅愛さん
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らに、多様な主体が連携し、市全体で地球温暖化対策を推進するために、市民のエコ活動

サ－クル、事業者の意見交換会・勉強会、多様な事業者等が集まって開催するイベントなど

の連携・交流機会の創出や、市民のエコ活動を促進する制度などの仕組の検討を行いま

す。

③ 学校等における環境教育の充実

小・中学校における環境教育の一環として、小・中学校（新築・改築時）への太陽光発電シ

ステム等の再生可能エネルギ－及び高効率機器等省エネルギ－設備の導入や、それらの

設備を用いた環境・エネルギ－教育の実施などを推進します。また、和光市省エネチェック

ブックやエコライフＤＡＹ(埼玉県主催)等の継続的な実施を促し、次世代を担う子どもたち

への環境教育の充実に向けて取り組みます。

「見つけたら ひろってすてよう 落ちたごみ」

新倉小 5年 鈴木 彩珠華さん

「海中の城」

白子小 ６年 木村 美咲さん

「緑と笑顔があふれる和光市」

白子小 ６年 長田 海月さん
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３ 施策の削減ポテンシャル(潜在的可能)量

本市で取り組んでいく「削減に向けた６つの基本施策」の中から、削減ポテンシャル量を検討し

試算した結果、施策１、施策２、施策３、施策4、施策５及び公共施設から削減可能な排出量として57，

000ｔ-ＣＯ2を算出できましたが、削減目標量62，000ｔ-ＣＯ2までに5，000ｔ-ＣＯ2不足している状

況です。

これらの施策は、現在想定できる範囲のものであり、計画終了年度（2020・平成３２年度）までの

今後に起こりうる、技術革新等の新しい動きをすべて予測することは難しい状況です。このため、

5，000ｔ-ＣＯ2の不足している部分については、今後更なる努力を継続することや社会的な新し

い動きに応じて施策を追加していくこと、あるいは「市民の皆さんのアイデア」により達成するこ

ととし、そのための広く市民のアイデアを求める機会を設けるなど、環境啓発を積極的に行うこ

ととします。

372,000

t-CO2 施策効果

施策１ ３,515 t-CO2

施策2 42,268 t-CO2

施策3 9,336 t-CO2

施策4 48９t-CO2

施策5 48１t-CO2

※公共施設1,204 t-CO2

292,000

t-CO2 削減目標量

62,000
t-CO2

プラスα 5,000 t-CO2

230,000

t-CO2

計画終了年度
2020

(平成 32)

京都議定書基準年度
1990
（平成2)

基準年度
2009

（平成21)

【年度】

※ ここでは、2020(平成32)年度の二酸化炭素排出量を1990(平成2)年度及び2009(平成21)年度

の現況推計排出量に合わせ、千ｔ-ＣＯ2未満の数値を切り捨てて表記しています。
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■削減ポテンシャル量

区 分
（素案30～33ペ－ジの基本施策）

具体的な施策内容
削減ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

施策１

再生可能エネルギ－の普及促進

太陽光発電システムの導入

太陽熱温水器
３，５１５

施策２

省エネに配慮したライフスタイルの推進

家庭における省エネ行動の実践

家庭における省エネ機器の導入

事業所における省エネ行動の実践

事業所における省エネ機器の導入

４２，２６８

施策３

低炭素型の交通体系の推進

エコカ－の導入

エコドライブの実践

車の使用を控える

９，３３６

施策４

循環型社会の構築
ごみ減量化・資源化の推進 ４８９

施策５

都市緑化等の推進

公園緑地の整備

緑地の保全
４８１

※公共施設の地球温暖化対策 公共施設の温室効果ガス削減活動 １，２０４

合 計 ５７，０００

※ 千ｔ-ＣＯ2未満の数値を切り捨てて表記しています。
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＜施策削減量の試算内訳＞

施策１ 再生可能エネルギ－の普及促進

施策実施による削減量： ３，５１５ｔ-ＣＯ2

●家庭における再生可能エネルギーの導入

※１：平成26～27年度太陽光発電システム設置補助金交付申請者の平均最大出力

※２：太陽光発電協会

※３：「太陽光発電協会表示ガイドライン」（平成２８年度）

※４：「第２次和光市環境基本計画【改訂版】」太陽光発電買取契約件数 平成32年度目標値

※５：市課税課調(平成 28年 1月)

※６：「マニュアル資料編」 環境省

※７：「中長期ロ－ドマップ」 環境省

導入した再生
可能エネルギ－

算 定 方 法
削減

ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

太陽光発電

システムの

導入

太陽光発電容量：４．１ｋＷ／戸※１

１ｋＷ当たりの年間発電量：１，０００kＷ／（ｋＷ・年）※２

排出係数：０．５３３ｋｇ-ＣＯ2／ｋＷｈ※３

削減量＝１，２７０戸※４×４．１kＷ／戸×１，０００kＷ／（kＷ・年）

×排出係数０．５３３ｋｇ-ＣＯ2／kＷｈ＝約２，７７５ｔ-ＣＯ2／年

２，７７５

太陽熱

温水器

戸建住宅（木造・非木造）：８，９５９戸※５

省エネ効果：０．４１３ｔ-ＣＯ2／年※６

設置割合：２０％※７

削減量＝８，９５９戸×２０％×０．４１３ｔ-ＣＯ2／年＝約７４０ｔ-ＣＯ2／年

７４０
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施策２ 省エネに配慮したライフスタイルの推進

施策実施による削減量： ４２，２６８ｔ-ＣＯ2

●家庭における省エネ行動の実践： ９０％の世帯（市民）が実践すると想定

省エネ行動を

実践した家電
算 定 方 法

削減
ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

風呂給湯器

●間隔をあけずに入浴する：８７．０ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９６％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×８７．０ｋｇ-ＣＯ2／年×９６％＝約２，９３４ｔ-ＣＯ2／年

４，９５９

●お湯を流す時間を１分間短縮する：２９．１ｋｇ-ＣＯ2／年※１

人口：８０，５４６人※２

家電普及率：９６％※３

削減量＝８０，５４６人×９０％×２９．１ｋｇ-ＣＯ2／年×９６％＝約２，０２５ｔ-ＣＯ2／年

テレビ

●テレビを見ないときは消す（プラズマ・液晶）：２５．７ｋｇ-ＣＯ2／年

●画面は明るすぎないようにする(プラズマ・液晶)：６２．７ｋｇ-ＣＯ2／年

（合計８８．４ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９８％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×８８．４ｋｇ-ＣＯ2／年×９８％＝約３，０４３ｔ-ＣＯ2／年

３，０４３

電気

カ－ペット

●広さにあった大きさを選ぶ：３１．５ｋｇ-ＣＯ2／年

●設定温度は低めにする：６５．１ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計９６．６ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：７４％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×９６．６ｋｇ-ＣＯ2／年×７４％＝約２，５１１ｔ-ＣＯ2／年

２，５１１

エアコン

●冷房の設定温度を２７℃から２８℃にした：１０．６ｋｇ-ＣＯ2／年

●暖房の設定温度を２１℃から２０℃にした：１８．６ｋｇ-ＣＯ2／年

●冷房は必要なときだけつける：６．６ｋｇ-ＣＯ2／年

●暖房は必要なときだけつける：１４．３ｋｇ-ＣＯ2／年

●フィルタ－を月に１～２回清掃する：１１．２ｋｇ-ＣＯ2／年

（合計６１．３ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９３％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×６１．３ｋｇ-ＣＯ2／年×９３％＝約２，００２ｔ-ＣＯ2／年

２，００２
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省エネ行動を

実践した家電
算 定 方 法

削減
ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

電気冷蔵庫

●ものを詰め込み過ぎない：１５．３ｋｇ-ＣＯ2／年

●無駄な開閉はしない：３．６ｋｇ-ＣＯ2／年

●開けている時間を短くする：２．１ｋｇ-ＣＯ2／年

●適切な設定温度にする：２１．６ｋｇ-ＣＯ2／年

●壁から適切な間隔で設置する：１５．８ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計５８．４ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９７％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×５８．４ｋｇ-ＣＯ2／年×９７％＝約１，９９０ｔ-ＣＯ2／年

１，９９０

石油ファン

ヒ－タ－

●室温は２０℃を目安にする：２５．４ｋｇ-ＣＯ2／年

●必要なときだけつける：４０．９ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計６６．３ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：６６％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×６６．３ｋｇ-ＣＯ2／年×６６％＝約１，５３７ｔ-ＣＯ2／年

１，５３７

電子レンジ

●野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する：４３．６ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９７％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×４３．６ｋｇ-ＣＯ2／年×９７％＝約１，４８５ｔ-ＣＯ2／年

１，４８５

照明器具

●電球形蛍光ランプに取り替える：２９．４ｋｇ-ＣＯ2／年

●点灯時間を短くする（白熱電球）：６．９ｋｇ-ＣＯ2／年

(蛍光ランプ)：１．５ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計３７．８ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：１００％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×３７．８ｋｇ-ＣＯ2／年×１００％

＝約１，３２８ｔ-ＣＯ2／年

１，３２８

電気ポット

●長時間使用しないときはプラグを抜く：３７．６ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９２％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×３７．６ｋｇ-ＣＯ2／年×９２％＝約１，２１５ｔ-ＣＯ2／年

１，２１５
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省エネ行動を

実践した家電
算 定 方 法

削減
ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

温水洗浄

便座

●使わないときはフタを閉める：１２．２ｋｇ-ＣＯ2／年

●便座暖房の温度は低めに設定する：９．２ｋｇ-ＣＯ2／年

●洗浄水の温度は低めに設定する：４．８ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計２６．２ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：８１％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×２６．２ｋｇ-ＣＯ2／年×８１％＝約７４５ｔ-ＣＯ2／年

７４５

ガス給湯器

●食器を洗うときは低温に設定する：２０．０ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９０％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×２０．０ｋｇ-ＣＯ2／年×９０％＝約６３２ｔ-ＣＯ2／年

６３２

電気こたつ

●こたつ布団に上掛けと敷布団を合わせて使用する：１１．４ｋｇ-ＣＯ2／年

●設定温度は低めにする：１７．１ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計２８．５ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：５８％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×２８．５ｋｇ-ＣＯ2／年×５８％＝約５８１ｔ-ＣＯ2／年

５８１

ガスファン

ヒ－タ－

●室温は２０℃を目安にする：１８．６ｋｇ-ＣＯ2／年

●必要なときだけつける：３０．２ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計４８．８ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：３１％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×４８．８ｋｇ-ＣＯ2／年×３１％＝約５３１ｔ-ＣＯ2／年

５３１

パソコン

●使わないときは電源を切る（ノ－ト・デスクトップ）：１２．９ｋｇ-ＣＯ2／年

●電源オプションを見直す（ノ－ト・デスクトップ）：４．９ｋｇ-ＣＯ2／年

（合計１７．８ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：７９％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×１７．８ｋｇ-ＣＯ2／年×７９％＝約４９４-ＣＯ2／年

４９４

ガスコンロ

●炎がなべ底からはみ出さないように調節する：５．４ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９６％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×５．４ｋｇ-ＣＯ2／年×９６％＝約１８２ｔ-ＣＯ2／年

１８２
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※１：「家庭の省エネ大辞典」 財団法人省エネルギ－センタ－

※２：「統計わこう」(平成27年度末現在)

※３：「消費動向調査」 内閣府

※４：「マニュアル資料編」 環境省

省エネ行動を

実践した家電
算 定 方 法

削減
ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

掃除機

●部屋を片付けてから掃除機をかける：１．９ｋｇ-ＣＯ2／年

●集塵パックは適宜取り替える：０．５ｋｇ-ＣＯ2／年 （合計２．４ｋｇ-ＣＯ2／年）※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９７％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×２．４ｋｇ-ＣＯ2／年×９７％＝約８２ｔ-ＣＯ2／年

８２

洗濯機

●洗濯物はまとめ洗いをする：２．１ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：９７％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×２．１ｋｇ-ＣＯ2／年×９７％＝約７２ｔ-ＣＯ2／年

７２

食器洗い

乾燥機

●まとめ洗いをする：２．０ｋｇ-ＣＯ2／年※１

世帯数：３９，０２７世帯※２

家電普及率：３４％※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×２．０ｋｇ-ＣＯ2／年×３４％＝約２４ｔ-ＣＯ2／年

２４

待機時

消費電力

１世帯当たりの待機時消費電力：１８０kＷｈ／年※４

世帯数：３９，０２７世帯※２

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×１８０kＷｈ×０．５０５ｋｇ-ＣＯ2／kＷｈ÷１０００

＝約３，１９３ｔ-ＣＯ2／年

３，１９３
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●家庭における省エネ機器の導入： ９０％の世帯（市民）が導入すると想定(高効率給湯器を除く)

注１：トップランナ－機器の個別の積み上げは煩雑なため、対象機器の電力消費量構成比と、機器別省エネ目標

値をもとに、平均省エネ率を想定しています。

※１：電気事業連合会ＨＰ

※２：計画研究所推計

※３：「統計わこう」(平成27年度末現在)

※４：「マニュアル資料編」 環境省

※５：市課税課調(平成 28年 1月)

※６：「中長期ロ－ドマップ」 環境省

導入した

省エネ機器
算 定 方 法

削減
ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

トップランナ－

機器（家電）

１世帯当たりの電力消費量：３，２５４kＷｈ／年※１

トップランナ－機器の省エネ率：１２．４％注１ ※２

世帯数：３９，０２７世帯※３

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×３，２５４kＷｈ×０．５０５ｋｇ-ＣＯ2／kＷｈ

×１２．４％＝約７，１５７ｔ-ＣＯ2／年

７，１５７

ＬＥＤ照明

世帯数：３９，０２７世帯※３

省エネ効果：０．０５ｔ-ＣＯ2※４

削減量＝３９，０２７世帯×９０％×０．０５ｔ-ＣＯ2 ＝約1，７５６ｔ-ＣＯ2／年

１，７５６

高効率

給湯器

（潜熱回収型

ヒートポンプ）

戸建住宅（木造・非木造）：８，９５９戸※５

設置割合：３世帯に１世帯※６

省エネ効果：０．３８ｔ-ＣＯ2／年（（０．５７＋０．１９）／２）＝０．３８※４

削減量＝８，９５９戸×１／３×０．３８ｔ-ＣＯ2／年＝約１，１３５ｔ-ＣＯ2／年

１，１３５
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●事業所における省エネ行動： ９０％の事業所が実践すると想定

注１：ＯＡ機器や冷暖房、照明等の使い方等を工夫する省エネ行動を実施した場合の削減量の合計

※１：「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック」 東京都

※２：「統計わこう」(平成26年７月現在)：業務部門対象事業所数

●事業所における省エネ機器の導入

※１：「統計わこう」(平成26年７月現在)：業務部門対象事業所数

※２：「マニュアル資料編」 環境省

算 定 方 法
削減

ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

省エネ行動

の実践

削減効果：１．００ｔ-ＣＯ2 注１ ※１

事業所数：１４０９事業所※２

削減量＝１４０９事業所×９０％×１．００ｔ-ＣＯ2＝約１，２６８ｔ-ＣＯ2／年

１，２６８

導入した

省エネ機器
算 定 方 法

削減
ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

高効率

給湯器

●４０％の事業所が高効率給湯器を導入したと想定

事業所：１４０９事業所※１

省エネ効果：７．６ｔ-ＣＯ2※２

削減量＝１４０９事業所×４０％×７．６ｔ-ＣＯ2 ＝約４，２８３ｔ-ＣＯ2／年

４，２８３

ＬＥＤ照明

●９０％の事業所がＬＥＤ照明を導入したと想定

事業所：１４０９事業所※１

省エネ効果：０．０５ｔ-ＣＯ2※２

削減量＝１４０９事業所×９０％×０．０５ｔ-ＣＯ2 ＝約６３ｔ-ＣＯ2／年

６３
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施策３ 低炭素型の交通体系の推進

施策実施による削減量： ９，３３６ｔ-ＣＯ2

●エコモビリティの推進

※１：「これからのライフスタイル・環のくらし」 環境省電気事業連合会ＨＰ

※２：「統計わこう」(平成27年度末現在)

※３：「家庭の省エネ大辞典」 財団法人省エネルギ－センタ－

※４：「環境リポ－ト」 日本自動車工業会

※５：「家庭のＣＯ2削減ハンドブック」係数換算 埼玉県

算 定 方 法
削減

ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

エコカ－の

導入

●３０％の市民がエコカーを導入したと想定

エコカ－の年間削減効果：７３２．０㎏-ＣＯ2※１

市の自動車（乗用車・軽自動車）保有台数：２８，７８９台※２

削減量＝２８，７８９台×３０％×７３２．０㎏-ＣＯ2＝約６，３２２ｔ-ＣＯ2／年

６，３２２

エコドライブを

実施した

場合

●３０％の市民がエコドライブを実施したと想定

エコドライブの年間削減効果：３４４．２㎏-ＣＯ2※３

市の自動車（乗用車・軽自動車）保有台数：２８，７８９台※２

削減量＝２８，７８９台×３０％×３４４．２㎏-ＣＯ2＝約２，９７３ｔ-ＣＯ2／年

２，９７３

車の使用を

控える

ℓ●３０％の市民が車 14.4Ｋｍ／を２Ｋｍ、月１５日乗らないで自転車や徒歩での

移動に変えたと想定

ℓ ℓ２Ｋｍ÷１４．４Ｋｍ／×１５日＝２．０８ ※４

ℓ２．０８ ×２．３２＝４．８㎏-ＣＯ2※５

市の自動車（乗用車・軽自動車）保有台数：２８，７８９台※２

削減量＝２８，７８９台×３０％×４．８㎏-ＣＯ2＝約４１-ＣＯ2／年

４１
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施策４ 循環型社会の構築

施策実施による削減量： ４８９ｔ-ＣＯ2

●ごみ減量化・資源化の推進： 平成３２年度の一般・プラスチッごみの焼却量が目標値を達成さ

れていると想定

注１：メタンと一酸化二窒素の値をＣＯ2に換算したものです。

※１：「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」 環境省

施策５ 都市緑化等の推進

施策実施による削減量： ４８１ｔ-ＣＯ2

※１：「低酸素まちづくり実践ハンドブック」 国土交通省

算 定 方 法
削減

ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

ごみの

減量化・

資源化

ＣＯ2排出係数 可燃ごみ：０.０１６８９６６t-ＣＯ2 、０.００００２３７５t-ＣＯ2 注１ ※１

プラスチックごみ：２.７７t-ＣＯ2※１

一般ごみ削減量：５１７.４t プラスチックごみ削減量：１７３.４t

削減量＝０.０１６８９６６t-ＣＯ2×５１７.４t＋０.００００２３７５t-ＣＯ2×５１７.４t

＋２.７７t-ＣＯ2×１７３.４t＝約４８９ｔ-ＣＯ2／年

４８９

算 定 方 法
削減

ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

公園緑地の

整備

●市内都市公園（県営和光樹林公園を含む）の面積の５０％緑化したと想定

ＣＯ2 吸収係数：１５．７３t-ＣＯ2／ha※１

市内の都市公園の面積：３１８．６２５㎡≒３１.９ha

削減量＝１５．７３t-ＣＯ2／ha×３１.９ha×０．５＝約２５１ｔ-ＣＯ2／年

２５１

緑地の保全

●市内の緑地が適切に管理されていると想定

ＣＯ2 吸収係数：４．９５t-ＣＯ2／ha※１

市内の緑地（生産緑地を含む）の面積：４６３，７６３㎡≒４６．４ha

削減量＝４．９５t-ＣＯ2／ha×４６．４ha＝約２３０ｔ-ＣＯ2／年

２３０
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公共施設の地球温暖化対策

施策実施による削減量： １，２０４ｔ-ＣＯ2

●公共施設の温室効果ガス削減活動

※１：「第２次和光市環境基本計画【改訂版】」 現況平成２２年度

※２：「第２次和光市環境基本計画【改訂版】」 目標値平成３２年度

参考

数値目標（第２次和光市環境基本計画【改訂版】４９ペ－ジ）

注）t-CO2：温室効果ガスの量を二酸化炭素(ＣＯ2)の質量に換算して表す単位

算 定 方 法
削減

ポテンシャル量
（ｔ-ＣＯ2／年）

和光市

公共施設

和光市公共施設の排出量：１２，０３７ｔ-ＣＯ2※１

和光市公共施設の目標排出量：１０，８３３ｔ-ＣＯ2※２

削減量＝１２，０３７ｔ-ＣＯ2－１０，８３３ｔ-ＣＯ2＝約１，２０４ｔ-ＣＯ2／年

１，２０４

目 標
過去 過去 現況 目標値

平成21年 平成22年 平成27年 平成32年

和光市温室効果ガス排出量

(t-CO2)注）

（本市の事業に伴い排出される温室効果ガス排出量）

参考資料：地球温暖化防止実行計画

11,322 12,037 12,100 10,833

太陽光発電買取契約件数 (件)

（市内の太陽光発電の余剰電力買取契約を締結している件数）

参考資料：政府の太陽光発電設置目標

127 249 826 1,270
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４ 適応策の方向性

本計画は、リスクマネジメントという視点から、緩和策としての温室効果ガス排出抑制のための

施策に加え、地球温暖化の影響に対応するための適応策の方向性を次のとおり位置づけます。

なお、地球温暖化による影響は、あらゆる分野に関わる基礎的な条件であるため、その他計画に

位置づけられる施策のうち、適応策としてすでに機能している施策があります。これら施策は、

本計画との関連性をさらに深め、中長期的な視点で総合的かつ計画的に実施していきます。

主な影響分野における温暖化に伴う適応策の方向性

(１) 農業

異常気象や気温の上昇に伴い、農作物の収穫量や品質の低下など、農業生産への影響の

恒常化が懸念されます。そのため、高温に対応する栽培方法、気温に適した新たな品目、発

生の増加が予測される病害虫の防除方法等について、農業者への情報発信に努めます。

(２) 健康

気温の上昇に伴い、熱中症搬送者数や光化学オキシダント高濃度、感染症リスクの増加が

懸念されるため、ホームページ等を活用した注意喚起や熱中症情報の迅速な提供、高齢者

等リスクの高い方々への声かけ、見守り活動の強化等を行います。

(３) 水災害

強大化した台風、集中豪雨、局地的な大雨の増加に伴い、河川氾濫や土砂災害、内水に

よる浸水のリスクが高まり、水災害の増加が懸念されます。また、無降水日の増加による

渇水リスクの高まりも懸念されます。そのため、地域防災計画に基づく体制の強化、下水

道等の整備状況や浸水実績等を踏まえた対策を進めるともに、節水型社会の構築のための

普及・啓発を行います。

「人と自然と動物と」

広沢小 ４年 林 瑞季さん
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第６章 計画の進行体制と進行管理

１ 計画の推進体制

本計画で設定した温室効果ガスの削減目標を達成するために、以下の体制を整備し、各取組

を着実に推進します。

(１) 市の推進体制

「(仮称)和光市地球温暖化対策庁内調整会議」の設置

本計画で示した市の取組には、多くの部署が関係しているため、各部署の意見を取りまと

め、地球温暖化対策を推進するための組織として、「(仮称)和光市地球温暖化対策庁内調整

会議」を設置します。

(２) 協働体制の整備

「和光市地球温暖化対策委員会」の設置

地球温暖化対策を推進するための組織として、市民・事業者・市に加え、関係団体で構成す

る「和光市地球温暖化対策委員会」を設置します。委員会では、二酸化炭素(ＣＯ2)排出量削

減に向けて必要な事項等協議します。また、必要に応じて「和光市環境審議会」と連携し、地

球温暖化対策の推進を図ります。

２ 計画の進行管理

本計画は、Plan（計画）、Do（実行）、Check（点検・評価）、Action（フィードバック）の PDCAサイ

クルにより、地球温暖化対策の継続的な改善と推進を図ります。

Ｐｌａｎ
実行計画(区域施策編)の策定

関連施策の改定

Ｄｏ
予算措置

施策展開

Ａｃｔｉｏｎ
施策レビューを踏まえ、

次年度への展開を図る。

Ｃｈｅｃｋ
排出量の把握（モニタリング）

対策効果の把握、実施状況の公表

市民

事業者等

市
・(仮称)和光市地球温暖化対策

庁内調整会議
・和光市地球温暖化対策委員会
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(１) 二酸化炭素(ＣＯ2)の排出状況の把握

本計画の目標を達成するためには、計画策定後の二酸化炭素(ＣＯ2)の排出状況を把握し、

状況に応じて必要な対策を実施する必要があります。本計画では、市内の二酸化炭素(ＣＯ2)

排出量を毎年定期的に推計していきます。

(２) 対策の実施状況の把握と評価

計画の実効性を高めるため、対策の取組状況を定期的に把握し、二酸化炭素(ＣＯ2)の排出

状況と併せ総合的に評価し、課題等を明らかにします。取組に関する課題等については、そ

れぞれの主体に働きかけ、改善を促します。

(３) 結果の公表

二酸化炭素(ＣＯ2)排出状況及びこの計画に位置づける施策の実施状況を、広報やホ－ム

ペ－ジ等を通じて公表します。


